
石狩市観光センター条例の一部改正について 

 

 

石狩市観光センター「ゆめぽーと」の開館時間について、利用実態に沿い、適

正かつ効率的な施設運営を行うため、同センター条例を改正し、開館時間を変

更するものです。 

 

【現行条例の開館時間】 

午前８時45分から午後６時（７月及び８月にあっては、午後８時）

まで 

【条例改正の市の原案】 

午前８時45分から午後５時15分（４月から10月にあっては、午後

６時）まで 


